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令和２年 第８回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和２年９月２４日（木） 午後１時３０分 

２．場所 対馬市役所 別館２階 第２会議室 

３．出席委員 吉野委員、佐伯委員、一宮委員、斉藤委員 

４．出 席 者 
永留教育長、八島次長兼教育総務課長、吉野学校教育課長、庄司生涯

学習課長、川辺文化財課長（欠席 阿比留教育部長） 

５．会議書記 扇課長補佐 

６．閉会日時 令和２年９月２４日（木） 午後２時２３分 

７．議 事 

 日程第 １ 

  

日程第 ２ 

  

日程第 ３ 

  

日程第 ４ 

 

日程第 ５ 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

報告第１３号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

 

その他 
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永留教育長 

 

 ただいまから令和２年第８回対馬市教育委員会会議を開会いたしま

す。これから本日の会議を開きます。議事の進行につきましては、対

馬市教育委員会会議規則等により進めたいと思います。 

 では、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。今回の会議

録署名委員は、一宮委員さん及び斉藤委員さんを指名します。よろし

くお願いします。 

 続きまして、日程第２「会議日程の決定」でありますが、お諮りし

ます。本会議の会期は本日一日にしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

会場  「異議なし」の声。 

永留教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「異議なし」のようです。したがって、会期は本日９月２４日の一

日といたします。会議運営につきましてご協力をお願いいたします。 

 次に、日程第３「教育長諸報告」を行います。資料の２ページをお

願いします。 

 ８月の２４日に市長協議と書いておりますけれども、主に３点につ

いて協議をいたしました。まず１点目が、小学校への端末導入。２点

目が、厳原調理場の新設場所について。３点目が、駅伝大会の人数制

限について。この３点を中心に協議をいたしました。 

 それから２６日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を入れて

おりますけれども、８月の２５日に対馬市で２例目の感染者が確認を

されております。その後、７名の感染者が確認をされ、対馬市では合

計９名の感染者が出ました。幸いに児童生徒の感染者はでおりませ

ん。 

 それから９月の４日に定例校長会を入れてますけれども、元々は３

日の予定でしたが台風９号の関係で延期をしております。この後、学

校視察もしてもらいますけれども、多くの学校で台風９号、１０号で

被害が出ております。 

 それからその夜、佐須中学校の統合説明会を行いました。令和４年

度から佐須中が複式学級になることに伴い統合に向けたお願いをして

おります。 

 それから７日に定例教頭会、台風１０号のために中止をいたしまし

た。そして学校ではこの日、台風１０号の接近に伴い臨時休業をして

おります。 

 ９月の８日から９月の定例市議会が開催をされました。それで、１

４日、１５日、１６日、３日間一般質問がありましたけれども、教育

委員会関係では３人から４件の質問がありました。１点目が、２学期
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の学校行事におけるコロナ対策はどうなっているのかということ。そ

れから２点目は、比田勝こども園の施設管理について。３点目が、社

会体育施設の維持管理について。４点目が金田城の石塁積み直しにつ

いての４点の質問がありました。 

 運動会関係では、１３日に私は豊玉中学校の方に参加をさせてもら

いましたけれども、浅海中学校が本年度から豊玉中に統合しておりま

すのでここに参加をいたしました。元浅海中の子供たちも大変よく頑

張っておりました。生徒主体のすばらしい運動会を午前中だけでした

けれども見せていただきました。 

 ２０日は東小、東部中の運動会が行われまして、これはもう例年と

ほぼ変わらないような中身で実施をされております。 

 以上で教育長の諸報告を終わります。報告事項について何か質疑等

ありましたら「その他」の項でお受けをしたいと思います。 

 続きまして、日程第４、報告第１３号「要保護及び準要保護児童生

徒の認定等について」を議題とします。事務局から報告をお願いしま

す。 

吉野課長  資料の方は５ページ、６ページをご覧ください。なお、校種別学校

別の児童生徒の氏名等については、別にお配りしている資料をご参照

ください。この資料につきましては、この会終了後に回収しますこと

をご了承ください。 

 今回は令和２年８月１日現在の認定者数と令和２年９月１日現在で

認定した要保護及び準要保護の人数を報告します。小学校の準要保護

認定者は、８月１日現在の認定者が１５２名、９月１日の新規認定者

は１名で合計１５３名となっております。中学校の準要保護認定者

は、８月１日現在の認定者が８４名、９月１日の新規認定者はありま

せんでした。 

 次に要保護については、小学校の要保護認定者は、８月１日現在の

認定者が１０名、９月１日の新規認定者はありませんでした。中学校

の要保護認定者は、８月１日現在の認定者が９名、９月１日の新規認

定者はありませんでした。 

 そして、○○小学校と△△小学校の準要保護認定児童につきまし

て、８月１日と９月１日で認定者数に変更が生じております。これ

は、△△小学校の認定児童１名が転居により○○小学校に転学したこ

とで名簿に移動があったためとなります。 

 以上で報告終わります。 

永留教育長  報告が終わりましたが、この件に関して質疑等はありませんでしょ
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 うか。 

会場  「なし」の声。 

永留教育長 

 

 ないようですから報告第１３号「要保護及び準要保護児童生徒の認

定等について」の報告は終了いたします。 

 続きまして、これから認定第５「その他」の事項に移ります。 

 まず始めに各課の事業予定を報告させていただきたいと思います。

お手元に１０月分の事業予定表を配付しておりますのでご覧くださ

い。教育総務課から順に主な内容について報告をお願いします。 

八島次長 それでは、教育総務課関係の事業について報告いたします。 

 まず、６日火曜日です。南小学校の統合説明会を予定しておりま

す。 

 それから８日の木曜日、決算審査特別委員会が開催されます。 

 それから９日金曜日が、県・市町教育長スクラムミーティングで長

崎市の方で行われます。 

 それから１３日火曜日の統合説明会、豆酘中学校の統合説明会を予

定しています。 

 それから２６日の月曜日が教育委員会会議の予定となっておりま

す。 

 月間業務といたしましては、１２月の補正予算の編成時期となりま

すので要求事務を行います。以上です。 

永留教育長  次、学校教育課。 

吉野課長 

 

 学校教育課関係です。 

 １日が校長会。 

 ２日が中学校の駅伝大会。今年度は豊玉総合運動公園の方で行われ

ます。今までは峰でやっておりました。 

 ３日が比田勝こども園の運動会。  

 ４日が鶏鳴幼稚園、小綱小、比田勝小の運動会があります。 

 ６日、定例校長会です。 

 ７日に中学校の教科指導法改善研修ということで、これは数学にな

りますが、仁田中学校で行います。栄養教諭の研修、県教委が訪問し

ての研修が豆酘中であります。 

 対馬市教育相談を８日、峰でやります。同じく教育相談につきまし

ては、１３日に交流センター、１４日に対馬文化会館で行います。 

 それから１２日に学校経営研究訪問佐須奈小・中に行きます。同じ

く学校経営研究訪問で１５日は東部中の方になります。 
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 １８日が厳原北小の運動会で、一応これで全ての小・中学校、幼稚

園、こども園の運動会が予定では終わるということになります。 

 ２０日、複式指導研修会が豊小。 

 ２１日が鶏鳴幼稚園の経営訪問及び中間指導があります。 

 ２２日、初任者研修の地区別研修会を鶏知中学校。 

 それから２６日に小学校教科指導法研修会を久田小学校で行いま

す。 

 それと２６日、２７日で県市町の教育委員会の課長級の会議があり

ますが私が出席をしますので、２６日に教育委員会会議が予定されて

おりますので、そのときはかわりの主幹を出席させようと思っており

ます。 

 学校教育課は以上です。 

永留教育長  次、生涯学習課お願いします。 

庄司課長  生涯学習課です。 

 まず８日木曜日に決算審査特別委員会に出席いたします。 

 続きまして、１１日に豊玉町スポーツ大会が開催されます。 

 それから２７日、２８日に、この行事予定ではコミュニティスクー

ル公民営化研修会となっておりますが、本日、資料の方をご用意させ

ていただいておりますけれども、県の方から正式な文書が来まして、

タイトルはコミュニティスクール及び地域学校共同活動担当者研修会

という名前になっております。こちらの方は２７日が峰会場で２８日

に厳原会場で開催となっております。 

 月間業務としましては、夢づくり補助金の交付決定事務、これもぼ

ちぼち大会等が開催されるようになってきまして発生しておりますの

で、こちらの方に対応したいと思います。 

 それから施設管理業務に努めていきたいと思います。以上でござい

ます。 

永留教育長  次、文化財課お願いします。 

川辺課長  文化財課の１０月のまだ予定なんですが、いきなり１日から文化財

担当課長会議と担当者会議が入っております。この日は定例の校長会

も言ってきてるんですけど、課長が出れないときはかわりに課長補佐

をということなんですが、私と課長補佐と一緒に行くようになってま

すので、先ほど学校教育課長にはちょっと連絡をしたところです。 

 あと、２４日、２５日に熊本の方で予定されておりました越高の調

査検討委員会なんですけど、これがちょっと会場の都合で延期ってい
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うことになりました。しかし、このときに当初、来年度の当初の事業

についての協議をする予定を組んでまして、１１月になったら来年

度、新年度予算の確定もしなくちゃいけないので、その予算に関する

ことだけをリモートでちょっと別に日を取ってやろうかという話にな

っております。日を改めて会議そのものは１２月ぐらいにできたらな

ということで今検討しております。 

 あと、１０月は恐らくまだこの９月の災害に関する補修とかそうい

う対応にみんなが追われることになるだろうというふうに、細かい協

議とかまだ今から進めていかなくてはいけないことが多いので、そう

いう災害対応がまた追われることと思っております。以上です。 

永留教育長 

 

 事業予定の報告が終わりましたが、この件に関して質疑はありませ

んか。 

斉藤委員  教育総務課さんの方で予定されてる統合説明会が２件ということな

んですが、今現在の状況というか、する前なのでお話しにくい部分も

あるかと思うのですが、可能な範囲で教えていただけますか。 

八島次長  現在の状況といいますか、南小学校については昨年度も入っており

まして、保護者の皆さんの結果としては、まだ統合はちょっと難しい

というところで話を伺っていまして、令和４年度以降という形でなろ

うかなと思っています。その分についても、まださらに来年以降が１

桁の入学者の在校生９名ぐらいになる予定ですので、そこら辺もある

のでどうしても早めにはお話してある程度の道筋をつけたいなという

ようなことですね。豆酘中学校の方につきましては、令和５年度から

複式学級になってそれ以降は複式学級がずっと続くもんですからどう

しても統合を進めないといけないなということで地区に説明に上がる

ということです、保護者にですね。それで了解得られればまた地区の

方にという形になっております。 

斉藤委員  わかりました。ありがとうございます。 

永留教育長  ほかにありませんでしょうか。 

一宮委員  お尋ねです。学校教育課の対馬市中学校駅伝大会ですけど、案内が

まだ私たちに届いてないんですけど。 

吉野課長  参加者、来賓はお控えいただくような形で、この選手、学校関係以

外は保護者２名のみでお願いしています。人数制限をして出場すると

いうことになってますので、来賓等は呼ばないという形で伝えている

ので案内は行かないのかなと思います。 

一宮委員  そうですか。わかりました。 
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永留教育長 

 

 少し補足をしますと、今、対馬市のイベント５００名以下でやろう

ということになっていますけれども、この駅伝大会は選手、学校関係

者、役員等で大体５００名近くになる。それで、あと、保護者はやっ

ぱりどうしても見たいだろうということで、選手の保護者については

認めようということで全体で７００名ぐらい。それは市長協議で許可

をもらっております。イベントと言いましても１カ所ではなくて駅伝

コースは散らばって見ることができますので、距離は取れるだろうと

いうことでしてもらって実施することにしております。 

一宮委員  わかりました。 

吉野委員  ということは今回、教育委員会も遠慮した方がいいですね。 

永留教育長 

 

 そうですね。来賓関係は一切もう含めておりませんので。 

 ほかにありませんでしょうか。 

会場  「なし」の声。 

永留教育長  事業報告は終わりましたが、事務局から何か「その他」でありませ

んでしょうか。 

庄司課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日、お手元に資料を、カラー刷りのものを配らせていただいてお

ります。こちらの方をご覧いただきたいと思います。委員皆様もご承

知のとおり、令和４年度から民法が改正されまして、成年年齢が１８

歳に引き下げられます。それに伴い現在２０歳で実施している成人式

の対象年齢を検討する必要がありまして、その参考とするために、今

後、成年年齢を迎える中学生、高校生とその保護者に対してアンケー

ト調査を実施いたしました。ようやくその結果がまとまりましたので

本日報告をさせていただきます。 

 回答数は全部で２，２４７人でした。内訳はこの資料の１ページ目

中段に書いているとおりでございます。質問は大きく５項目に分けて

おりますが、本日は対象年齢に絞って報告をします。 

 質問の内容は現在のとおり２０歳で開催がよいか、法律に基づきま

して１８歳で開催する方がよいかというものです。全体では、２０歳

で開催が８５％、１８歳で開催は１４％、無回答が１％でした。 

 ２ページをご覧ください。生徒の意見としましては、全体で２０歳

で開催が８０％、１８歳で開催が１９％、無回答が１％。中学生で

は、２０歳で開催が７６％、１８歳で開催が２４％。高校生で、２０

歳で開催が８４％、１８歳で開催が１４％、無回答が１％でした。 

 ３ページをお願いいたします。これは保護者の意見としましては、

全体で開催が９１％、１８歳で開催は８％、無回答が１％。中学生の
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保護者では、２０歳で開催が８９％、１８歳で開催が１０％、無回答

が１％。高校生の保護者では、２０歳で開催が９３％、１８歳で開催

が６％、無回答が１％という結果になっております。 

 続きまして４ページをお願いいたします。２０歳で開催した方がい

いという意見の理由として一番多かったのは、大学入試や就職など進

路決定の大切な時期であり出席が難しいというのが４３％、それから

次いで、成年年齢が引き下げられても一部認められていないことがあ

り、全て認められるようになるのが２０歳だからというのが４２％と

いう結果でございました。その他の理由につきましては、主なものを

下段の四角囲みの中に書いておりますのでご参照いただきたいと思い

ます。 

 続きまして５ページをお願いいたします。一方で１８歳で開催がよ

いとした理由で一番多かったのは、法律で定められた成年年齢と合わ

せるべきだからが４８％で、次いで１８歳になったら大人だという自

覚につながるからというのは４５％となっております。こちらの方も

その他の主な理由を四角囲みで入力したいと思います。 

 資料末尾にアンケート用紙と全ての集計結果を添付しておりますの

で後ほどご参照いただきたいと思います。 

 このように多くの方は２０歳での開催を希望されている結果を受け

まして、教育委員会としましては２０歳で開催する方向で詳細につい

て検討していきたいと考えております。また、この結果を受けまして

何か委員さんの中でご意見があられたら承りたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

永留教育長  成人式のあり方についてアンケート結果の説明がありましたが、委

員さん方から何か質疑はありませんでしょうか。 

佐伯委員  質疑ということでもないですが、事前にちょっと話を雑談でしてた

んですけれども、やはりここにもありますように、１８歳というふう

になるとさまざま難しい面も今のところ多いのかなというふうに感じ

ます。実際にその年齢の娘を持つ親としてもそういうふうに感じます

し、ほかの自治体とかも２０歳を決めるところも出てきているという

話なので２０歳で選択肢は可能になるのかなというふうに感じており

ます。以上です。 

永留教育長  じゃあ、ほかに質疑ないようですので、教育委員会としての方向性

として、今までと同じように２０歳で実施をするということでよろし

いでしょうか。 

会場  「異議なし」の声。 
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永留教育長 

 

 あと、また今後の詳細については生涯学習課の方で検討の方お願い

いたします。 

庄司課長  ありがとうございます。 

永留教育長  続いては事務局の方からありませんでしょうか。 

川辺課長  先ほどちょっと資料をお配りした中で１枚だけ１枚両裏表版のカラ

ーの印刷がある分があると思います。これちょっともうできたてほや

ほやで何も注意書きを書いてくる、説明を書いてくる時間がなかった

んですけど、まずこちらの分ですね。これは先日、豊玉で和多都美神

社のお祭りがあったときに、豊玉小学校の児童が卯麦の盆踊りという

のを奉納してくれました。高学年が中心になってやってるんですけ

ど、あと低学年も雨の中へ、ちょっと密になっていますけど見に来て

て、今年はちょっとコロナのせいで寂しいお祭りだったと思うんです

けど、色を添えてくれてますので良かったなって思う。ただ、その報

告です。毎年、豊玉小学校は卯麦の盆踊りをみんなで練習して奉納し

てくれてますので、また何かあったら慰労の言葉をかけてあげてやっ

てください。 

 その裏ですね。ちょっと見にくいかなとは思いますが、前回の教育

委員会のときに佐伯委員からちょっとご指摘があった千尋藻の漣痕に

続く磯道ちゅうとかな、これ、なんですけど、これは台風の後の状況

です。その前にも１回行ってたんですけど、そのときはこんなにひど

くはなくて、この磯道はちょっとがたがたして落ちそうなところが１

カ所あるかなという程度だったんです。その後台風が来て、ちょっと

気になってまた行ったら、ちょっととんでもないというか、まず漣痕

の前の海岸線が浸食されてまして磯道の方も穴というかもうコンクリ

のとこもぼこぼこで、うわ、これちょっと大変だなっていうところ

で、今後の対応に関しては、ちょっとここはもう文化財課の域を超え

てしまってるところでもあるので、中対馬振興部とかあと地域で、土

地もどうも個人の土地みたいなんですね。この前の浸食されてる土地

も、その山も、漣痕がある山もですね。漣痕の先にちょっと集落って

いうか家があって、地元の人たちがたまにそこを通ってるっていうこ

とを聞いております。なので一応、関係者とはちょっと話して、こう

いう状況になってるからということで協議は進めてるところですが、

ちょっとめどは全く今のところは立ってない状況です。立入禁止とう

ちが書くのはどうかなというのがあるんですけど、入り口にちょっと

注意してくださいみたいなのは作っておいた方がいいかな。漣痕を見
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に来られる方へみたいな感じで作っとこうかなとは思ってるところで

す。何しろ土地所有がちょっと市ではないっていうのもあって、それ

とまた別件で、これは昨日行って確認してたところなんですが、ま

た、網代の漣痕もすごいことになってました。漣痕というか漣痕まで

の道、階段が滑り止めになってまして、そこを上対馬振興部とお話し

はちょっとしてきましたけど、全く目途がまだ見えません。ちょっと

報告でした。 

永留教育長  質疑はないでしょうかね。報告ですからいいですかね。 

 じゃあ、別件で事務局の方からありませんか。 

川辺課長 

 

 

 もう一つありました。すみません。これも急に言ってこられたこと

なんですが、毎年、秋に赤米サミットを各持ち回りでやっている関係

で、岡山県の総社市で赤米フェスタという、ちょっとしたコンサート

を赤米大使の相川さんがなさってるんですが、今年はコロナの関係で

赤米フェスタリモートっていうのでなんかある、実施されたそうで

す。それに先立って相川さんがつくられてるヒカリノミっていう赤米

の歌がありまして、その歌を各市町の関連の小学校の子供たちの歌っ

てる画像を送ってほしいって急に言ってこられて、もう締め切りまで

あと２、３日しかないという状態で言ってこられたんですが、もう無

理を承知で豆酘小学校にお願いに行きまして、うんっていうことだっ

たんですが何とか受け入れてもらって、２日後かな、３日後か２、３

日後に収録っていうか映しに行きました。週明けにでき上ってるとい

うことでもう早速、金曜日に収録したんですがもう日曜日ぐらいには

もうネット上で上ってまして、もしＳＮＳで見られるあれだったら相

川七瀬の赤米フェスタとかで検索していただいたら出てきますので、

ちょっと長いんですが、もうエンディングに入ってますので、ちょっ

と飛ばしてもらってもいいかと思う。こんな感じで出てきますんで、

そしたら３つの小学校の子供たちがヒカリノミっていう歌を歌ってる

映像が流れます。豆酘小学校が一番良かったです。ほんとに動きがあ

ってほんとに一番良かったです。ぜひ、ちょっと見てみてください。

赤米フェスタという。 

佐伯委員  インターネットで調べればいい。Ｇｏｏｇｌｅかなんかで調べれ

ば、Ｆａｃｅｂｏｏｋかなんか。 

川辺課長  多分、私はＦａｃｅｂｏｏｋの中に入ってたんだけど、多分Ｙａｈ

ｏｏとかでしても出ると思います。ＹｏｕＴｕｂｅとかでも入ってる

はずです。ちょっと長い、全部見ようと思ったらちょっと時間をつく

ってじっくり見られてもいいかな。相川さんの歌もすてきでしたけど
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ね。すみません。以上です。 

永留教育長  この文化財の点検結果はいいですか。 

川辺課長  これももうちょっとさっと目を通していただければいいかなと、報

告。万松院がもう一番、今回ちょっと時間がかかってるので、何かこ

の文化財点検結果で簡単には書いてますけど、これもちょっと急ぎで

確認したところが多いので、また今からも出てくるところもあるかな

とは思います。網代の漣痕も昨日ほかのとこ回ってて急に連絡があっ

て行ったらすごいことになっていたという感じだったので。また、何

かありましたら情報を教えてください。 

永留教育長  では、ほかにないようでしたら本日の会議はこれで終了いたします

が、次回の会議日程の分で事務局からお願いします。 

事務局  次回ですけど、１０月の２６日月曜日で行いたいと思います。 

永留教育長  ご都合よろしいでしょうか。 

会場  「はい」の声。 

永留教育長 

 

 

 それでは、次回の会議を１０月２６日月曜日に開催いたします。開

始時間は１４時から、場所は峰行政サービスセンターで行う予定です

が、後日、事務局から改めて通知をいたします。 

 これで本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。以上を

もちまして、令和２年第８回対馬市教育委員会会議を閉会します。お

疲れ様でした。 
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